
★洗って使えて環境にやさしい！

イベントで利用できる食器を

で貸し出します無償

貸し出す食器一覧（個数はご相談ください）

　　　　　　　　　　　　

貸出期間　イベント開催日3日前受取・3日後返却

開催日

8/7 8/108/8 8/9 8/11 8/12 8/13

ここから開催日前日までに受取 ここまでに返却

★容器の経費が節約できる！

★宅配便でラクラク受取・返却！

詳細は裏面へ

平皿  (直径22cm)

カップ（容量300ml）丼 (直径14.5cm)

スプーン （長さ17.5㎝） 箸（長さ22.5cm）

ワンウェイ（使い捨て）プラスチックの削減を目指します

例）8/10にイベント開催の場合

お椀（直径10.7cm）



①申請

②お届け

③イベント利用

④返却

●区内で実施されるイベントを
　主催する団体（商店会等）

●区内で実施されるイベントで
　飲食物を提供する参加者
※令和９年３月２０日までに開催され、多くの区民が
参加できる飲食を伴う行事で、営利を目的としないもの

郵送

持込 WEB

 TEL 03-5307-0672

貸出希望日の１か月前までに申請してください。

貸出希望日に食器を指定の場所にお届けします。

回収ステーション等を設置し、
利用後の食器を回収してください。

利用後は、お届け時に同梱されている伝票を
使用し、宅配業者に集荷を依頼してください。

環境部 環境課 温暖化対策係

〒166-8570
杉並区阿佐谷南1-15-1
杉並区役所西棟７階

区ホームページ 申請フォーム

※政治活動や勧誘等は除く

対象

利用の流れ

申請・お問い合わせ
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